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1．法人の長によるメッセージ 

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）のミッションは、経済産業省所管の行政執

行法人として、工業製品や関連する物資の品質向上、安全性の確保及び取引の円滑化につ

いて産業界を支援し「国民のくらしの安全と未来への挑戦を支え続ける」ことです。昭和 3 年に

商工省（現在の経済産業省）が設置した輸出絹織物検査所に始まり、約 100 年にわたって歴

史を紡ぐなかで、社会情勢の変化に応じて業務分野を広げ、技術力を高めてきました。 

NITE の最大の特徴は、技術と専門性に基づき「現場と同じ目線で話ができること」だと私は

思っています。これは設置当初から培われ、今日まで変わらず引き継がれてきた NITE の強み

です。現場の目線が分かるからこそ、その時代の変化に対応し、産業発展に必要な技術的調

査や研究、情報発信や制度の構築を担うことができると考えています。 

製品安全センターでは、多くの事故調査データを基に、動画を作成することで、安全な製品

の取り扱いについての注意喚起を定期的に行っており、最近はテレビや新聞などで多く報道さ

れるようになりました。例えば、近年広く普及するリチウムイオンバッテリー（LIB）使用製品につ

いて、適切な廃棄も含めた注意喚起を令和 5 年度 6 月に行い、ニュース番組でも取り上げら

れました。 

また、バイオテクノロジーセンター（NBRC）では、令和 5 年度から国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーンイノベーション基金事業に参画し、「CO2

固定微生物利活用プラットフォーム」の構築事業を開始しました。この事業を通じて、NITE の

強みである微生物分野の知見を生かし、CO2 から有用物質を生産できる社会の実現を目指し

ています。 

さらに、国際評価技術本部では、太陽光発電や風力発電等によって得られた再生可能エ

ネルギーを利用するのに欠かせない「大型蓄電池システム」について、次世代蓄電池の試験

評価設備となる「先端技術評価実験棟（MIDDLE Chamber）」が令和 5 年度に完成し、令和 6

年度秋頃より稼働予定です。 

変化の早い現代、今まで以上に柔軟かつ迅速な対応が求められています。これからも NITE

は、国内外の状況を敏感に捉え、先を見据えて技術と人材を磨き、次の 100 年に向かって挑

戦し続けます。 
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2．法人の目的、業務内容 

(1)法人の目的 

工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収

集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び

取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物

資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資する 

（独立行政法人製品評価技術基盤機構法（以下「機構法」という。）第 3 条） 

 

(2)業務内容 

NITE は、機構法第 3 条の目的を達成するため、以下の業務を行います。（機構法第 11

条） 

（１） 工業製品その他の物資に関する技術上の評価 

（２） 工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う

者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価 

（３） 工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提

供 

（４） （１）の評価の技術に関する調査及び研究 

（５） （１）～（４）の業務に附帯する業務 

その他、各種法令等が定める調査、審査、立入検査等 

 

3．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

NITE は、経 済 産 業 省 が所 管 する独 立 行 政 法 人 の中 で唯 一 の行 政 執 行 法 人 です。

行 政 執 行 法 人 とは「 公 共 上 の事 務 等 のうち、その特 性 に照 らし、国 の行 政 事 務 と密 接

に関 連 して行 われる国 の指 示 その他 の国 の相 当 な関 与 の下 に確 実 に執 行 することが

求 められるものを国 が事 業 年 度 ごとに定 める業 務 運 営 に関 する目 標 を達 成 するための

計 画 に基 づき行 うことにより、その公 共 上 の事 務 等 を正 確 かつ確 実 に執 行 する」 ことを

目 的 とする独 立 行 政 法 人 です。 

我 々は、経 済 産 業 省 がその所 掌 事 務 とする産 業 標 準 の整 備 及 び普 及 その他 の産

業 標 準 化 に関 すること、計 量 の標 準 の整 備 及 び適 正 な計 量 の実 施 の確 保 に関 するこ

と、生 物 化 学 の知 見 を利 用 して製 造 される化 学 工 業 品 の輸 出 、輸 入 、生 産 、流 通 及

び消 費 の増 進 、改 善 及 び調 整 に関 すること、化 学 物 質 の管 理 に関 する所 掌 に係 る事

務 に関 すること及 び所 掌 事 務 に関 する一 般 消 費 者 の利 益 の保 護 に関 することを遂 行

する上 で、その実 施 組 織 として中 核 的 な役 割 を担 っています。 

 

4．法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

(1)基本理念 

【 基 本 理 念 】  確 かな技 術 と信 頼 できる情 報 をもとに 

くらしの安 全 と未 来 への挑 戦 を支 え続 けます 

 

【 スローガン】  安 全 とあなたの未 来 を支 えます 

         Sa f e ty  and  your  Fu ture  w i th  NITE 

 

【 行 動 指 針 】  
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1． 誠 実 で責 任 ある行 動 をとります 

 国 民 全 体 の 奉 仕 者 で あ り 、 公 的 資 金 で 運 営 し てい るこ とを 常 に 自 覚 し 、 中 立

な立 場 で公 平 、公 正 かつ効 率 的 に業 務 を遂 行 します。 

 法 令 等 の遵 守 、倫 理 的 な行 動 を旨 とし、適 正 に物 事 を判 断 し、誠 実 で責 任 あ

る行 動 をとります。 

2． 熱 意 と誇 りを持 ち、より価 値 の高 い成 果 を追 求 します 

 私 たちの 業 務 が 社 会 の信 頼 と負 託 の 上 に 成 りたっていることを自 覚 し 、自 らの

仕 事 に熱 意 と誇 りを持 って取 り組 みます。 

 自 ら を 研 鑽 し 、 「 広 い 視 野 」 と「 高 い 適 応 能 力 」 を も っ て 、 専 門 性 を 高 め 、 よ り

価 値 の高 い成 果 を追 求 します。 

3． 最 新 の科 学 技 術 を活 用 し、得 られた成 果 を社 会 に還 元 します 

 技 術 で 行 政 を 支 える 組 織 で あ る こ とを 踏 まえ 、 常 に 科 学 技 術 の 知 見 を 高 めて

いきます。 

 知 見 を活 用 し、得 られた成 果 を私 たち一 人 一 人 が相 手 の立 場 に立 っ てわかり

やすく説 明 することによって、社 会 に還 元 します。 

 

 

(2)中期方針（第Ⅱ期：２０２２年度～２０２６年度） 

NITE は、経済産業省をはじめ関係省庁等との連携の下、各種法令や政策における技術的

な評価や審査などを実施しています。社会・経済の情勢は刻一刻と変化し、国民や産業界か

らのニーズが多様化する中、NITE は、こうしたニーズに適切に応えるために、単年度毎の目標

で業務を実施する法人でありながら、中期方針も独自に策定しております。 

2021 年度は第Ⅰ期中期方針の最終年度であったことからレビューを行うとともに、多様化す

る社会ニーズを迅速かつ的確に把握し、NITE が主体的に行政への働きかけを行い、また、事

業者への積極的なイノベーション支援を行うことを念頭に置き、新たに第Ⅱ期中期方針を策定

しました。 

 

 

5．年度目標 

NITE は、これまで蓄 積 してきた工 業 製 品 等 の品 質 に関 する技 術 上 の情 報 や評 価 技

術 に関 する調 査 ・ 研 究 等 により培 ってきた幾 多 の知 見 を基 礎 に、優 れた人 材 や機 材 を

総 動 員 することで、社 会 環 境 の変 化 に柔 軟 に対 応 することが求 められています。 

このため、独 立 行 政 法 人 通 則 法 第 35 条 の 9 第 1 項 の規 定 に基 づき、経 済 産 業 大

臣 から以 下 の項 目 で構 成 される年 度 目 標 を達 成 するよう指 示 を受 けております。 

 

年 度 目 標  

Ⅰ.政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）  

Ⅱ.国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

Ⅱ-1.製品安全分野  

Ⅱ-2.化学物質管理分野  

Ⅱ-3.バイオテクノロジー分野  

Ⅱ-4.適合性認定分野  

Ⅱ-5.国際評価技術分野  

Ⅲ.業務運営の効率化に関する事項  
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Ⅳ.財務内容の改善に関する事項  

Ⅴ.その他業務運営に関する重要事項  

 

一定の事業等のまとまり  目標  

製品安全分野  経済産業省による製品安全政策の下、製品事故に関す

る情報の収集及び調査による原因究明等を通じ、再発

防止と未然防止に貢献するとともに、経済産業省の製

品安全施策を支援し、事業者等との連携や積極的な情

報提供によって、製品の安全性向上及び製品安全意識

の向上に向けた取組を実施する。  

化学物質管理分野  経済産業省による化学物質管理政策の下、安全の確保

と経済の発展の両立に向け、化学物質による人の健康

や環境へのリスク低減に貢献するとともに、国際社会

の変化に柔軟に対応した化学物質管理制度の構築に向

けた取組を実施する。  

バイオテクノロジー分野  経済産業省によるバイオ政策の下、生物遺伝資源等の

利用における社会的リスクの低減を図りつつ、生物遺

伝資源や関連データの利活用促進を通して、我が国の

強みを活かしたバイオ産業の健全かつ中長期的な発展

に貢献する。  

適合性認定分野  経済産業省による基準認証政策の下、産業標準化法や

計量法に基づく着実な制度の運用や、国際的枠組にお

ける活動を通じて、我が国認定機関としての信頼性維

持や能力の向上を図る。  

国際評価技術分野  蓄電池産業戦略（令和 4 年 8 月 31 日策定）や経済産

業省による電気保安政策の下、大型蓄電池システム等

の戦略的技術分野における国際競争力の強化及び再生

可能エネルギー発電設備導入拡大やスマート保安推進

加速といった進展する状況変化下での持続的な電気保

安水準の維持・向上に貢献する。  

 

6．事業計画 

NITE は、経 済 産 業 大 臣 からの年 度 目 標 の指 示 を受 け、独 立 行 政 法 人 通 則 法 第

35 条 10 第 1 項 の規 定 に基 づき、以 下 の項 目 からなる事 業 計 画 を策 定 しております。 

事業計画  

Ⅰ.国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置  

Ⅰ-1.製品安全分野  

Ⅰ-2.化学物質管理分野  

Ⅰ-3.バイオテクノロジー分野  

Ⅰ-4.適合性認定分野  

Ⅰ-5.国際評価技術分野  
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  

Ⅲ.予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  

Ⅳ.短期借入金の限度額  

Ⅴ.不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産

の処分に関する計画  

Ⅵ.財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画  

Ⅶ.その他業務運営に関する重要事項  

 

 

7．業績の適正な評価の前提情報 

NITE は製品評価技術基盤機構法により、「工業製品等に関する技術上の評価等を行うと

ともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工

業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を

図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供

給の確保に資することを目的とする」と定められており、法律等に基づく業務（製品安全分野、

化学物質管理分野、バイオテクノロジー分野、適合性認定分野、国際評価技術分野）を着実

かつ効率的に実施しています。 

 

8．業務の成果と使用した資源との対比 

(1)当事業年度の主な業務成果・業務実績 

基幹目標に対する主な実績成果・業務実績は以下の通りです。 

製品安全分野については、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査の実施にお

いて、当該年度に公表された案件の総調査スコアから総標準スコアを差し引いたものを総安全

性向上スコアとし、同スコアを総標準スコアの 23%以上としました。 

化学物質管理分野については、化審法、化管法の届出情報に基づくリスク評価結果をもと

に、機構の適切な助言等により環境排出量の適正化によるリスク懸念を払拭した事業所を 4

事業所としました。 

バイオテクノロジー分野については、ユーザーニーズに基づく生物遺伝資源及び関連する

情報の拡充並びに利用環境整備により、生物資源データを集約した横断的プラットフォームの

利用数を令和 4 年度比 20%以上増加させました。 

適合性認定分野については、社会ニーズや市場創出効果が高い重要な分野において、認

定プログラムを創設・拡充し、それらの活用実績を 3 件としました。 

国際評価技術分野については、機構が企業等と実施した試験・評価等を通じた国内企業

による先端蓄電池システムの実用化・認証取得等の件数を合計 10 件としました。 

マネジメント分野については、令和 5 年 7 月末までに新規に着任した役職員に IT パスポー

ト試験等情報処理技術者試験の受験を推奨し、これらの役職員の IT パスポート試験等情報

処理技術者試験の取得率を 70%以上としました。 

 

(2)自己評価 

項目  自己評価（※1）  行政コスト（※2）  

Ⅰ.国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事項  
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Ⅰ-1.製品安全分野  A 2,038 百万円  

Ⅰ-2.化学物質管理分野  A 1,416 百万円  

Ⅰ-3.バイオテクノロジー分野  A 2,535 百万円  

Ⅰ-4.適合性認定分野  A 903 百万円  

Ⅰ-5.国際評価技術分野  A 1,483 百万円  

Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項  B  

Ⅲ.財務内容の改善に関する事項  B  

Ⅳ.その他業務運営に関する事項  B  

法人共通   1,261 百万円  

合計  A 9,636 百万円  

（※1）評価区分（『独立行政法人の評価に関する指針』総務大臣決定 Ⅳ行政執行法人の

評価に関する事項 7 項目別評定及び総合評定の方法、評定区分（1）年度評価①項目

別評定） 

Ｓ：当該法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標を質的及び量的に上回る

顕著な成果が得られていると認められる。 

Ａ：当該法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標を上回る成果が得られて

いると認められる。 

Ｂ：事業計画における所期の目標を達成していると認められる。 

Ｃ：事業計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

Ｄ：事業計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求

める。 

（※2）財務諸表の行政コスト計算書の金額。 

 

(3)主務省令期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

区 分  令和元年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

評定  A B A A （A）  

 

9．持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

(1)ガバナンスの状況 

NITE は、業務方法書第 27 条に定めた業務の適正を確保するための体制（内部統制シス

テム）を適切に運用するため、理事長のトップマネジメントの下、人的資本や技術、資金からな

る競争優位の源泉となる経営資源を確保しながら、ガバナンス体制を整備し、業務プロセスの

不断の見直しを行うなど、PDCA サイクルを確実に機能させることにより内部統制の推進に取り

組んでいます。 

理事長によるトップマネジメントを実現するために、経済産業省の経営に関する有識者から

の意見を踏まえて、理事会や運営会議、理事長ヒアリングなどを通じて業務を執行しておりま

す。 

一方、独立的・中立的モニタリングの視点としては、三様監査（監事監査、会計監査人監

査、監査室による内部監査）や外部有識者からなる契約監視委員会の開催、内部・外部通報

窓口の設置などのモニタリング体制を整備しております。 

さらに、Web サイト、SNS、紙媒体等を活用して、積極的かつ公正な情報開示に努めていま

す。 
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それらの内部統制を行う環境の整備として、内部統制委員会で自らの推進状況や重要な

課題を把握し、業務プロセスの改善につなげるとともに、経営陣の価値観・倫理観等を伝達・

浸透させる取組を行い、ガバナンス強化を図っております。 

 

(2)役員等の状況 

➀役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 

役 職  氏 名  任 期  担当 経 歴 

理事長  長谷川 史彦  自：令和3年 

  4月 1日 

 

至：令和7年 

  3 月 31 日 

 昭和56年4月 東北大学 

選鉱製錬研究所助手 

昭和60年4月 新日本製鐵

（株） 第一技術研究所入

社 

平成3年6月 同 先端技術

研究所 主任研究員 

平成5年2月 （独）新エネ

ルギー・産業技術総合開発

機構 

産業技術開発部 国際共

同研究課 主査 

平成7年6月 新日本製鐵（

株） 技術開発企画部 部

長代理 

平成12年4月 東北大学未

来科学技術共同研究セン

ター 助手 

平成13年4月 同 未来科

学技術共同研究センター 

助教授 

平成15年10月 同 未来科

学技術共同研究センター 

副センター長（併任） 

平成17年1月 同 未来科

学技術共同研究センター 

教授 

平成20年4月 同 総長特

命主幹（地域連携総括）（

併任） 

平成29年4月 同 未来科

学技術共同研究センター

長（併任） 

8月 同 総長特

別補佐（併任） 

令和3年4月 独立行政法

人製品評価技術基盤機構 

理事長（現任） 

理  事  紺野 貴史 自：令和5年 

  4月 1日 

 

至：令和7年 

  3 月 31 日 

法人共通分野、製品

安全分野、バイオテク

ノロジー分野 

平成6年4月 通商産業省（

現 経済産業省）入省 

令和2年7月 公益財団法

人福島イノベーション・コー

スト構想推進機構事務局長 

令和4年7月 経済産業省

関東経済産業局資源エネ

ルギー環境部長 

令和5年4月 独立行政法人

製品評価技術基盤機構 

理事（現任） 
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理 事  古田 英雄 自：令和5年年 

  4月 1日 

 

至：令和7年 

  3 月 31 日 

化学物質管理分野、

適合性認定分野、国

際評価技術分野 

昭和60年4月 通商産業省

（通商産業検査所）入省 

平成31年4月 独立行政法

人製品評価技術基盤機構

製品安全センター計画課

長 

令和2年7月 経済産業省

産業保安グループ製品事

故対策室長 

令和3年7月  独立行政法

人製品評価技術基盤機構

製品安全センター 所長 

令和5年4月 同 理事（現

任） 

監 事  伊藤 潔 自：令和5年 

  6月 28日 

 

至：令和6年 

事業年度の財務諸表 

承認日  

 平成元年4月 三井東圧化

学株式会社（現三井化学

株式会社）入社 

平成24年4月 三井化学株

式会社・環境エネルギー事

業推進室 副室長 

平成26年4月 Mitsui 

Singapore R&D Centre  

Managing Director(社長） 

平成29年4月 三井化学株

式会社・経営企画部 副部

長 

令和元年4月 三井化学株

式会社・研究開発企画管

理部 部長 

令和3年4月 株式会社三

井化学分析センター 代表

取締役社長 

令和5年6月 独立行政法

人製品評価技術基盤機構 

監事（現任） 

監 事  鶴 由貴  自：令和元年 

  6月 26日 

 

至：令和6年 

事業年度の財務諸表 

承認日  

 平成12年4月 弁護士登録 

平成12年4月 東京シティ法

律税務事務所 （現：シティ

ユーワ法律事務所） 

平成19年10月 弁護士法人

協和綜合パートナーズ法律

事務所 

平成30年6月 ジャパンコン

テンツ調査研究チーム座長 

令和2年6月 阪急阪神ホー

ルディングス（株） 社外取

締役（現任） 

令和3年4月 独立行政法人

製品評価技術基盤機構 

監事（現任） 

令和5年6月 AREホールデ

ィングス株式会社監査等委

員（現任） 

 

②会計監査人の氏名または名称及び報酬 

会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、当該監査法人及び当該監査法人と同一

のネットワークに属する者に対する、当事業年度の当法人の監査証明業務に基づく報酬の額



11 

 

は 10.6 百万円であり、非監査業務に基づく報酬はございません。 

 

(3)職員の状況 

令和 5 年度（令和 6 年 1 月 1 日時点）において、NITE の常勤職員数は 426 名(対前年度

増減比 3％減)であり、平均年齢は 43 歳です。 

区   分 令和5年度 令和4年度 

 常勤職員 

  うち任期付研究員 

  うち国からの出向者 

 非常勤職員 

 出向者 

  うち国の機関への出向者 

426名 

-名 

10名 

229名 

30名 

22名 

440名 

-名 

12名 

231名 

23名 

22名 

注：各年度における 1 月 1 日時点の人数 

 

項  目 令和 5 年度 令和 4 年度 

女性採用 

採用数 4 名 5 名 

採用率 44 ％ 24 ％ 

女性の人員 

人数 127/426 名 129/440 名 

割合 30 ％ 29 ％ 

女性の部長相当職及び課長相当職 

人数 12 名 13 名 

割合 16 ％ 18 ％ 

 

(4)重要な施設等の整備等の状況 

①当事業年度中に完成した主要施設等 

（単位：百万円） 

施設等名  取得額  

試験評価・認証基盤の拠点（多目的実験棟等）（※1） 6,332 

NBRC の生物資源の分譲等工程の自動化・高効率化整備

（※2）  

1,597 

排水処理設備更新工事設計・施工（※3） 115 

（※1）令和 3 年度政府補正予算で施設整備費補助金が交付決定されたもの。 

（※2）令和 4 年度政府当初予算で施設整備費補助金が交付決定されたもの。 

（※3）令和 4 年度政府二次補正予算で施設整備費補助金が交付決定されたもの。 

 

②当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

（単位：百万円） 

施設等名  契約(予算)額  

エアハンドリングユニット更新工事設計・施工（※1）  241 
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（※1）令和 5 年度政府補正予算で施設整備費補助金が交付決定されたもののうち、令和６

年３月末までに契約済みのもの。 

 

③当事業年度中に処分した主要施設等 

当事業年度中に処分した主要施設等はございません。 

 

(5)純資産の状況 

①資本金の額及び出資者ごとの出資額 

（単位：百万円） 

区 分  期首残高  当期増加額  当期減少額  期末残高  

政府出資金  19,011 －  －  19,011 

合計  19,011 －  －  19,011 

 

②目的積立金の申請状況、取崩内容等 

当期総利益 390 百万円のうち、前払費用等及び自己収入財源で取得した固定資産の減

価償却に要する費用については、翌事業年度の前事業年度繰越積立金として申請していま

す。 

前事業年度繰越積立金取崩額 162 百万円については、前事業年度以前に支払済の前払

費用等及び自己収入財源で取得した固定資産の減価償却に要する費用に充てるために取り

崩したものです。 

 

(6)財源の状況 

①財源の内訳 

財 源  金額（単位：百万円） 構成比率（％）  

運営費交付金  7,759 49.4 

施設整備費補助金  7,069 45.0 

受託収入  377 2.4 

その他収入  511 3.3 

合計  15,716 100.0 

 

②自己収入に関する説明 

NITE の自己収入は、受託収入及びその他収入があります。その他収入の主なものは、バイ

オテクノロジー分野の生物遺伝資源分譲業務や特許微生物寄託業務などに係る手数料、適

合性認定分野の試験事業者登録制度（JNLA）の審査に係る産業標準化関係手数料、校正

事業者登録制度（JCSS）並びに特定計量証明事業者認定制度（MLAP）の審査に係る計量

法関係手数料及び NITE が独自に実施する認定制度（ASNITE）に係る依頼検査手数料、国

際評価技術分野の蓄電池評価センター（NLAB）の大型施設、試験設備等を利用した共同試

験業務収入があります。 

受託収入は、377 百万円であり、前年度比 66 百万円の増となっております。また、その他

収入は 511 百万円であり、前年度比 82 百万円の増となっております。 

 

(7)社会及び環境への配慮等の状況 
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NITE は、中期方針等に基づき、SDGs（持続可能な開発目標）の達成にも貢献しています。

例えば、社会・経済の制度構築として実施している「製品事故の調査」、「化学物質管理」、

「認定制度の設立・維持」を通じて、持続可能な消費と生産の確保に貢献しています(SDGs ゴ

ール 12)。また、「大型蓄電池システムの標準化」や「バイオテクノロジー関連の評価技術の確

立」等を推進しており、産業の技術革新の一役を担っています（SDGs ゴール 9）。さらに、これ

らの活動は国内外の関係者と緊密に連携して実施しており、グローバル・パートナーシップの

活性化にも努めています（SDGs ゴール 17）。 

環境への配慮としては、機構所有建物のうち、機構本所、東北支所及び九州支所において

温室効果ガス排出係数の少ない電力（再生可能エネルギー）を使用しました。令和 6 年度に

は、さらに大阪事業所及び製品安全センター燃焼技術センター（桐生市）でも温室効果ガス

排出係数の少ない電力（再生可能エネルギー）を調達予定です（SDGs ゴール 7）。 

 

(8)その他源泉の状況（法人の強みや基盤を維持・創出していくための源泉） 

ＮＩＴＥの強みや基盤を維持・創出していくための源泉は、長年に渡り蓄積された、工業製

品等に関する技術上の評価、品質に関する情報の収集、整理及び提供に関する知見やノウ

ハウであり、引き続きこれらの維持・強化に向けて取り組んでまいります。 

 

10．業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

(1)リスク管理の状況 

NITE は、リスク管理方針を掲げ、内部統制及びリスク管理規程に基づきリスク管理体制を

構築し、NITE 全部署で継続的にリスクの識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対

応、見直し等を行っております。リスクの識別等の状況は、リスク管理委員会を通じて NITE 全

体で共有し、リスクの顕在化を未然に防ぐとともに、三様監査（監事監査、会計監査人監査、

監査室による内部監査）、契約監視委員会、内部・外部通報窓口などのモニタリング体制を活

用することで NITE 全体としてリスク管理を推進しています。 

また、上記に加えて、事故・災害等については災害対策・事業継続規程及び消防計画、情

報セキュリティについては情報セキュリティ管理規程、個人情報保護については個人情報保護

管理規程に基づき、それぞれ管理体制を構築し、リスクへの適切な対応を行うと共に、事故に

繋がる恐れのあるヒヤリハットの収集・共有を行い、事故の未然防止を図る取組を行っておりま

す。 

なお、万が一事故が生じた場合には、適切かつ迅速な対応により、NITE に関係するステー

クホルダーの損害を最小限にとどめるとともに、早急な復旧と再発防止を図ります。 

 

(2)業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

NITE は、恒常な課題に対してはリスク対応のための年間スケジュールを策定し、法令・規程

等遵守確認月間等の各課題に対する月間を実施しました。また、突発的な課題については、

役員含め必要な範囲で適切に適宜対応するとともに、運営会議にて他分野へも横展開しまし

た。 

また、内部統制の推進や重要なリスク管理の課題等を把握・改善するための議論を行う場と

して、内部統制委員会とリスク管理委員会を開催（令和 5 年 10 月 24 日、令和 6 年 3 月 13

日）し、内部統制の体制やリスク管理等の対応方法を見直すなど、内部統制システムの強化を

図りました。 
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さらに、予算執行や保有資産等について組織の課題を把握・改善する材料とするため、財

務分析を行いました。 

 

11．予算と決算の対比 

（単位：百万円） 

区 分  予算額  決算額  差額  差額理由  

収入      

運営費交付金  7,759 7,759 0  

施設整備費補助金  - 7,069 7,069 前年度からの繰

越 

受託収入  201 377 176 受託契約の増  

その他収入  425 511 86 手数料等収入

等及び雑収入

の増  

計  8,386 15,716 7,330  

支出      

業務経費  7,322 6,820 503  

施設整備費  - 7,059 ▲7,059 前年度からの繰

越 

受託経費  201 377 ▲176 受託契約の増  

一般管理費  862 1,195 ▲333 組織改編によ

る増等  

計  8,386 15,451 ▲7,065  

注 1：区分及び予算額については、当該年度の事業計画に記載されている区分及び予算額。 

注 2：決算額の収入については、現金預金の収入額に期末の未収金等の額を加減したもの。 

注 3：決算額の支出については、現金預金の支出額に期末の未払金等の額を加減したもの。 

 

12．財務諸表 

(1)貸借対照表 

（単位：百万円） 

資産の部  金額  負債の部  金額  

流動資産  6,786 流動負債  6,209 

現金及び預金  5,192 固定負債  5,475 

その他  1,594 資産見返負債  2,391 

固定資産  34,604 その他  3,084 

有形固定資産  31,195 負債合計  11,684 

無形固定資産  551 純資産の部  金額  

投資その他の資産  2,858 資本金  19,011 

  資本剰余金  10,176 

  利益剰余金  519 

  純資産合計  29,706 



15 

 

資産合計  41,390 負債純資産合計 41,390 

 

(2)行政コスト計算書 

（単位：百万円） 

科 目  金額  

損益計算書上の費用  8,562 

経常費用  8,559 

臨時損失  3 

その他行政コスト  1,074 

行政コスト 9,636 

 

(3)損益計算書 

（単位：百万円） 

科 目  金額  

経常費用  8,559 

業務費  7,320 

一般管理費  1,221 

財務費用  18 

経常収益  8,787 

運営費交付金収益  7,404 

自己収入等  862 

その他  521 

臨時損失  3 

臨時利益  3 

前事業年度繰越積立金取崩額  162 

当期総利益  390 

 

(4)純資産変動計算書 

（単位：百万円） 

項 目  資本金  資本剰余金  利益剰余金  純資産合計  

当期首残高  19,011 4,043 385 23,439 

当期変動額  - 6,132 135 6,267 

固定資産の取得 - 7,207 - 7,207 

 固定資産の除売却 - ▲3 - ▲3 

 減価償却 - ▲1,072 - ▲1,072 

国庫納付金の納付 - - ▲94 ▲94 

当期純利益  - - 229 229 

     

当期末残高  19,011 10,176 520 29,706 
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(5)キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

項 目  金額  

業務活動によるキャッシュ・フロー  967 

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,914 

財務活動によるキャッシュ・フロー  ▲129 

資金増加額（▲減少額）  3,752 

資金期首残高  1,441 

資金期末残高  5,192 

 

13．財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

(1)貸借対照表 

令和 5 年度末における資産は 41,390 百万円であり、前年度比 10,864 百万円増(36％増)

となっています。 

これは、施設整備費補助金等の増により、流動資産が 4,611 百万円増加、施設の取得によ

り、固定資産が 6,202 百万円増加したことによるものです。 

負債は 11,684 百万円であり、前年度比 4,597 百万円増(65％増)となっています。これは、

未払金及び短期リース債務の増により、流動負債が 4,606 百万円増加したことによるもので

す。 

純資産は 29,706 百万円であり、前年度末比 6,267 百万円増(27％増)となっています。これ

は、資本剰余金が 6,133 百万円増加したことによるものです。 

 

(2)行政コスト計算書 

令和 5 年度の行政コストは、9,636 百万円であり、前年度比 189 百万円増（2％増）となって

います。 

これは、業務費等損益計算書上の費用が 154 百万円増加したことによるものです。 

 

(3)損益計算書 

令和 5 年度の経常費用は 8,559 百万円であり、前年度比 152 百万円増(2％増)となってい

ます。 

これは、業務費及び一般管理費における修繕及び保守管理費が 275 百万円、消耗品費

が 109 百万円増加した一方で、減価償却費が 178 百万円、退職給付費用が 59 百万円減少

したことによるものです。 

経常収益は 8,787 百万円であり、前年度比 133 百万円増(2％増)となっています。これは、

運営費交付金収益が 31 百万円、受託収入が 66 百万円、手数料等収入が 52 百万円増加

した一方で、 退職給付引当金見返に係る収益が 59 百万円減少したことによるものです。 

当期総利益 390 百万円であり、前年度比 57 百万円増(17％増)となっています。これは、経

常利益 228 百万円から臨時損失 3 百万円を差引き、臨時利益 3 百万円を加え、前事業年

度繰越積立金取崩額 162 百万円を計上した結果となっています。 
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(4)純資産変動計算書 

令和 5 年度の純資産は、29,706 百万円であり、前年度比 6,267 百万円増(27％増)となっ

ています。 

これは、資本剰余金が 6,132 百万円、利益剰余金が 135 百万円増加したことによるもので

す。 

 

(5)キャッシュ・フロー計算書 

令和 5 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 967 百万円であり、前年度比 83 百万円

増（9％増)となっています。 

これは、その他業務支出が 238 百万円、運営費交付金収入が 90 百万円減少した一方

で、人件費支出が 110 百万円、手数料等収入が 70 百万円、受託収入が 83 百万円増加し

たことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 2,914 百万円であり、前年度比 3,545 百万円増(562％

増)となっています。 

これは、施設費による収入が 4,394 百万円、有形固定資産の取得による支出が 872 百万

円増加したことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは▲129 百万円であり、前年度比 183 百万円増(41％増)

となっています。 

これは、リース債務の返済による支出が 183 百万円増加したことによるものです。 

その結果、資金期末残高は 5,192 百万円であり、前年度比 3,752 百万円増(260％増)とな

っています。 

 

14．内部統制の運用に関する情報 

NITE は、内部統制システムを適切に運用するため、令和 5 年度に以下の活動を行いまし

た。 

会議名  内容  回数  

理事会  組織運営に関する重要事

項の基本方針及び事業執

行に係る判断を行う会議  

9 回（不定期）  

運営会議  組織運営の検討、事業執

行に係る判断、NITE の運

営に関する情報の共有等

を行うために、原則とし

て隔週、日常的な議論を

行う会議  

22 回（原則毎月第 1、第

3 火曜日開催） 

理事長ヒアリング  日常的に開催される会議

では把握しきれない各分

野の詳細な目標・計画、

業務の進捗状況及び世の

中への貢献(アウトカム)

についての集中的な議論

を行う会議  

12 回（分野ごと）  
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経済産業省の経営に関す

る有識者との進捗報告会  

四半期ごとに 2 名の経営

に関する有識者に業務実

績を報告するとともに、

有識者からの助言を事業

へフィードバックするた

めに議論を行う会議。  

2 回（第 2 四半期、第 3

四半期）×2 名  

 

15．法人の基本情報 

(1)沿革 

 NITE は、戦前の昭和 3（1928）年、当時わが国の主な輸出品であった絹織物の品質検査を

行う輸出絹織物検査所としてスタートしました。戦後には、当時拡大していた輸出品の品質検

査を実施する機械器具検査所などの各種工業製品の検査所も設置されました。1970 年代に

は、それまでに培った検査・評価技術を活かして製品の安全性に関する業務や、工業標準化

法に基づく業務を開始し、1980 年代には化学物質の安全審査に関する業務を開始しました。

組織としても、昭和 59（1984）年 10 月に、それまでの繊維製品検査所と工業品検査所が統

合され通商産業検査所が設立されました。 

1990 年代に入ると、バイオテクノロジー関連業務や事業者などの技術的能力を認定する適

合性認定の業務を開始し、平成 7（1995）年 10 月に製品評価技術センターへ改組されまし

た。 

平成 13（2001）年 4 月には、経済産業省所管の独立行政法人製品評価技術基盤機構と

なり、平成 27（2015）年 4 月には国と密接に関連した事業を確実に行う「行政執行法人」とし

て位置付けられるとともに、新たに大型蓄電池システムの評価に関する業務などにも着手して

います。 

このように NITE は、設立当初から蓄積してきた工業製品に関する検査・評価などの技術や

ノウハウを活かし、行政ニーズや社会ニーズの変化に的確に対応して、日本の産業の発展と、

安全な社会の実現に貢献しています。 
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(2)設立に係る根拠法 

独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)及び独立行政法人製品評価技術基盤

機構法(平成 11 年法律第 204 号) 

 

(3)主務大臣 

経済産業大臣 
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(4)組織図(令和５年度) 

 

 

(5)事務所（従たる事務所を含む） 

本所：東京都渋谷区西原 2-49-10 

大阪事業所：大阪府大阪市住之江区南港北 1-22-16 

バイオテクノロジーセンター（木更津市）：千葉県木更津市かずさ鎌足 2-5-8 

製品安全センター（桐生市）：群馬県桐生市堤町 3-7-4（燃焼技術センター） 
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北海道支所：北海道札幌市北区北八条西 2-1-1 札幌第一合同庁舎 

東北支所：宮城県仙台市宮城野区東仙台 4-5-18 

中部支所：愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-1 名古屋合同庁舎第 2 号館 

北陸支所：石川県金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎 

中国支所：広島県広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎第 3 号館 

四国支所：香川県高松市寿町 1-3-2 高松第一生命ビルディンクﾞ５F 

九州支所：福岡県福岡市南区塩原 2-1-28 

 

(6)主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

NITE には、特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等はございません。 

 

(7)主要な財務データの経年比較 

（単位：百万円） 

区 分  令和元年

度  

令和 2 年

度  

令和 3 年

度  

令和 4 年

度  

令和 5 年

度  

資産  33,196 31,714 30,032 30,526 41,390 

負債  9,126 7,873 7,415 7,087 11,684 

純資産  24,070 23,841 22,617 23,439 29,706 

行政コスト  1,467 8,965 9,116 9,447 9,636 

経常費用  8,090 7,712 7,866 8,407 8,559 

経常収益  8,144 7,745 7,903 8,654 8,787 

当期総利益 

（▲は損失）  

99 94 116 333 390 

業務活動による  

キャッシュ・フロー  

776 1,103 928 884 967 

投資活動による 

キャッシュ・フロー  

418 ▲2,070 ▲284 ▲631 2,914 

財務活動による 

キャッシュ・フロー  

▲284 ▲304 ▲302 ▲312 ▲129 

資金期末残高 2,430 1,158 1,500 1,441 5,192 
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(8)翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

①予算（事業計画から転記） 

（単位：百万円） 

区 分  金 額  

収入   

運営費交付金  7,721 

施設整備費補助金  - 

受託収入  424 

その他収入  516 

計  8,661 

支出   

業務経費  7,375 

施設整備費  - 

受託経費  424 

一般管理費  862 

計  8,661 

 

②収支計画（事業計画から転記） 

（単位：百万円） 

科 目  金 額  

費用の部  8,923 

経常費用  8,923 

業務経費  6,145 

受託経費  424 

一般管理費  660 

減価償却費  490 

賞与・退職給付引当金繰入  1,196 

財務費用  7 

臨時損失  - 

収益の部  8,923 

経常収益  8,923 

運営費交付金収益  6,296 

受託収入  424 

手数料収入  516 

資産見返負債戻入  490 

賞与・退職給付引当金見返戻入  1,196 

臨時利益  - 

純利益  - 

総利益  - 
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③資金計画（事業計画から転記） 

（単位：百万円） 

項 目  金 額  

資金支出  8,661 

業務活動による支出  8,245 

投資活動による支出  301 

財務活動による支出  115 

資金収入  8,661 

業務活動による収入  8,661 

投資活動による収入  - 

財務活動による収入  - 

 

16．参考情報 

(1)財務諸表の科目の説明 

①貸借対照表 

科 目  説 明  

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  現金、普通預金  

その他(流動資産) NITE の業務活動から生じる未収金、棚

卸資産、賞与引当金見返等  

固定資産   

有形固定資産  土地、建物、機械装置、車両、工具、器

具及び備品など NITE が長期にわたって

使用又は利用する物  

無形固定資産  ソフトウェア、電話加入権  

投資その他の資産  権利金、退職給付引当金見返、その他  

負債の部   

流動負債  NITE の業務活動から生じる未払金、短

期リース債務、賞与引当金等  

固定負債   

資産見返負債  資産見返運営費交付金等  

引当金  退職給付引当金  

その他（固定負債）  長期契約負債等  

純資産の部   

資本金 国からの出資金であり、NITE の財産的

基礎を構成するもの  

資本剰余金 国から交付された施設費等を財源として

取得した資産で NITE の財産的基礎を構

成するもの  

利益剰余金 NITE の業務に関連して発生した剰余金
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の累計額  

 

②行政コスト計算書 

科 目  説 明  

損益計算上の費用  損益計算書における経常費用、臨時損失  

その他行政コスト  政府出資金や国から交付された施設費等

を財源として取得した資産の減少に対応

する、NITE の実質的な会計上の財産的

基礎の減少の程度を表すもの  

行政コスト  NITE のアウトプットを産み出すために

使用したフルコストの性格を有するとと

もに、NITE の業務運営に関して国民の

負担に帰せられるコストの算定基礎を示

す指標としての性格を有するもの  

 

③損益計算書 

科 目  説 明  

経常費用   

業務費  NITE の業務に要した費用  

一般管理費  NITE の管理に要した費用  

財務費用  支払利息  

その他（経常費用）  雑損等  

経常収益   

運営費交付金収益等  国からの運営費交付金等のうち、当期の

収益として認識した収益  

自己収入等  手数料収入、受託収入等の収益  

その他（経常収益）  雑益等  

臨時損失  固定資産の除売却損等  

臨時利益  固定資産の売却益等  

前事業年度繰越積立金取崩額  前事業年度繰越積立金等の取崩額  

当期総利益  独立行政法人通則法第 44 条の利益処分

の対象となる利益  

 

④純資産変動計算書 

科 目  説 明  

当期末残高  貸借対照表の純資産の部に記載されてい

る残高  
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⑤キャッシュ・フロー計算書 

科 目  説 明  

業務活動によるキャッシュ・フロー  NITE の通常の業務の実施にかかる資金

の状態を表し、サービスの提供等による

収入、原材料、商品又はサービスの購入

による支出、人件費支出等  

投資活動によるキャッシュ・フロー  将来に向けた運営基盤の確立のために行

われる投資活動にかかる資金の状態を表

し、固定資産の取得・売却等による収入

・支出等  

財務活動によるキャッシュ・フロー  借入れ・返済による収入・支出等、資金

の調達及び返済等  
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(2) その他公表資料等との関係 

公表資料等  該当ページ  

業務方法書 

（独立行政法人通則法 28 条）  

p9（9． 持続 的に適正なサービスを提供するた

めの源泉 

(1)ガバナンスの状況  

https://www.nite.go.jp/nite/jyohokoukai/jyohoteikyo/jouhoukoukaihou.html 

年度目標 

（独立行政法人通則法 35 条の 9）  
p6（5．年度目標）  

https://www.meti.go.jp/intro/koueki_houjin/a_index_04.html 

事業計画 

（独立行政法人通則法 35 条の 10）  

p7（6．事業計画） 

p22（15．法人の基本情報 (8)翌事業年度に

係る予算、収支計画及び資金計画） 

https://www.nite.go.jp/nite/jyohokoukai/jyohoteikyo/jouhoukoukaihou.html 

業務実績等報告書 

（独立行政法人通則法 35 条の 11）  
p8（8．業務の成果と使用した資源との対比）  

https://www.nite.go.jp/nite/jyohokoukai/jyohoteikyo/jouhoukoukaihou.html 

財務諸表 

（独立行政法人通則法第 38 条）  
p15（12．財務諸表）  

https://www.nite.go.jp/nite/jyohokoukai/jyohoteikyo/jouhoukoukaihou.html 

決算報告書 

（独立行政法人通則法第 38 条）  
p15（11．予算と決算の対比）  

https://www.nite.go.jp/nite/jyohokoukai/jyohoteikyo/jouhoukoukaihou.html 

基本理念  
p5（ 4． 法 人 の長 の理 念 や運 営 上 の方 針 ・ 戦

略等 (1)基本理念） 

https://www.nite.go.jp/nite/aboutus/rinen/rinen.html 

中期方針  

p6（ 4． 法 人 の長 の理 念 や運 営 上 の方 針 ・ 戦

略等 (2)中期方針（第Ⅱ期：２０２２年度～２０

２６年度）） 

https://www.nite.go.jp/nite/aboutus/houshin/houshin.html 

 


